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仮設住宅での動物訪問診療風景（岩手県獣医師会）

◆ 主な対応例

● 負傷動物の救護
● 放浪動物の保護・収容
● 飼い主からの依頼に基づく一時預かり
● 飼い主への返還
● 新しい飼い主への譲渡

ボランティアの受け入れ、配置、役割分担
　仮設住宅における支援にボラン
ティアの協力を求める場合は、仮設
住宅での活動内容を明確にした上

で、ボランティアを受け入れ、配置及
び役割の指示を行う。

新潟県（新潟県中越地震）
　新潟県中越大震災動物救済本部
では、市町村の災害対策本部長に

「仮設住宅における動物飼育」に関
する要請文書を送るとともに、仮
設住宅で動物を飼育する住民に向
けて、飼育状況や必要な支援を把
握するためのアンケート調査を実
施し、予防注射の無料接種券の配
布、ケージやサークル等の無償貸
与を行った。

仮設住宅における対応事例（ケージ等の貸し出し等の支援）

必要な物資の支援

　仮設住宅でのペットの室内飼いを進
めていくためには、室内でペットが落
ち着けるスペースを作る必要がある。
　仮設住宅でのペット飼育について
も、飼い主自身の責任で必要な物資

をそろえる必要があるが、ケージ等を
調達できない飼い主のために、自治体
や現地動物救護本部等は、ケージ等
の貸し出し等の支援を行う。

3 保護が必要な動物への対応

　災害発生時には、ペットが負傷す

ることや飼い主が被災するなどで

ペットとはぐれてしまうことが想定さ

れる。

　負傷動物を発見した場合は、速や

かに保護・収容し、必要な治療を行

う必要がある。

　自治体や現地動物救護本部等は、

負傷しているペットを保護・収容し、

必要な応急治療を行う。

　負傷動物は、基本的に自治体等の

動物救護施設に保護・収容するが、

　また、放浪動物の保護は、人及び

その財産への危害防止の観点からも

重要である。

　こうした措置や飼い主からの一時

的な預かり、飼い主への返還などに

ついては、自治体等や現地動物救護

本部等が中心となって実施する。

重症の場合や長期の治療が必要とな

る場合は、地方獣医師会と協議し、

協力可能な動物病院に保護・収容す

る。

（1）負傷動物の救護
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◎保護カードの記載事例
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　　犬の場合
　　● 保護した場所
　　● 犬のサイズ
　　● 犬の種類
　　● 保護時の首輪・服の有無、色・デザイン
　　● 預かり保護団体名、団体の連絡先
　　● 行政・警察への届出の有無
　　● その他の情報
　　猫の場合
　　● 保護した場所
　　● 猫の種類
　　● 保護時の首輪の有無、色・デザイン
　　● 預かり保護団体名、団体の連絡先
　　● 行政・警察への届出の有無
　　● その他の情報

岩手県（東日本大震災）

　震災直後に保護すべきペットが増加したが、公的施設の収容頭数に

限りがあったこと、またペットの受け入れが可能な民間ボランティア施

設が少なくかつ被災地から離れた内陸部に位置していたことから、被

災地の動物病院を一時的な保護収容施設として活用した。

　県動物救護本部は動物病院に多数のペットが保護され、動物病院

の本来の機能である負傷動物の治療等に支障をきたさないように調

整した。

負傷動物の救護対応事例

拠点動物病院での一時保護動物（岩手県宮古市）

　自治体や現地動物救護本部等は、
飼い主からはぐれたペットが被災地
等に取り残された場合、動物の愛護、
人への危害の防止及び生活環境の保
全の観点から、保護・収容等を実施
する。
　ペットが原子力災害などにより設定
された立入り制限区域内に取り残さ
れた場合は、保護依頼のあった飼い
主から当該動物がいる可能性のある
場所を聴き取るとともに、立入り許可
権限を有する自治体の担当部署と動
物救護目的の立入りに関する調整を
行う。許可が得られれば、保護活動
従事者の安全を確保することを優先

しながら、保護・収容等を実施する。
　放浪動物を保護・収容する際には、
捕獲器、捕獲用の餌、給餌用の餌、
水も必要となる。捕獲器の設置にあ
たってはペットの安全性に充分配慮
し、設置場所、回収時間等について
慎重に検討する。放浪動物が保護で
きた際には、飼い主に対し保護した
者の連絡先等が記載された保護カー
ドを残すなどの措置を講じ、飼い主
への返還を進める。
　保護したペットは、動物救護施設に
おいて収容するが、衰弱が激しい場
合などは協力動物病院へ搬送する。

（2）放浪動物の保護・収容
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全の観点から、保護・収容等を実施
する。
　ペットが原子力災害などにより設定
された立入り制限区域内に取り残さ
れた場合は、保護依頼のあった飼い
主から当該動物がいる可能性のある
場所を聴き取るとともに、立入り許可
権限を有する自治体の担当部署と動
物救護目的の立入りに関する調整を
行う。許可が得られれば、保護活動
従事者の安全を確保することを優先

しながら、保護・収容等を実施する。
　放浪動物を保護・収容する際には、
捕獲器、捕獲用の餌、給餌用の餌、
水も必要となる。捕獲器の設置にあ
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慎重に検討する。放浪動物が保護で
きた際には、飼い主に対し保護した
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ドを残すなどの措置を講じ、飼い主
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警戒区域内における保護活動の状況

シェルターへの移送保護個体のスクリーニング　

福島県（東日本大震災）

　▶福島県独自の保護活動
　　●人による保護

　　●放射線のスクリーニング検査実施　

　　●各保健福祉事務所捕獲車によりシェルターに移送

　▶住民の一時帰宅に合わせたペットの保護活動（環境省及び福島県）
　　●住民が一時帰宅した際に、係留あるいはキャリーケース等に収

　　　容したペットの回収

　　●放射線のスクリーニング検査実施

　　●各保健福祉事務所捕獲車等によりシェルターに移送

　▶一斉保護（環境省及び福島県、他自治体の協力）
　　●捕獲箱を使用した保護活動

    　●放射線のスクリーニング検査実施

　　●捕獲車等によりシェルターに移送

放浪動物の保護・収容にかかる対応事例
（警戒区域内における放浪犬猫の保護活動について）

　自治体や現地動物救護本部等は、

やむを得ずペットを飼育することがで

きない飼い主から依頼があった場合、

期間を定めて一時預かりを行う。一

時預かり先は、動物救護施設での受

け入れや、動物病院、動物愛護団体

や個人ボランティア宅での預かり等、

状況に応じた一時預かり体制を確保

する。

　ペットを受け入れる際には個体識

別措置を施し、識別マニュアルなど

により確実な個体管理を行う必要が

ある。また、飼い主から預かる場合

には預かり期間、連絡先等を文書に

より明確にしておく。その際、ペッ

トにとっては、飼い主と離れた慣れ

ない場所での長期の生活は多大なス

トレスとなることを理解してもらい、

できる限り早期に引き取るよう飼い

主に説明する。

　飼い主とは、こまめに連絡を取り、

返還に向けた受け入れ準備状況や意

思確認を行う（一時預かりに関連す

る様式は、資料 7 ～ 9 を参照）。

（3） 飼い主からの依頼に基づく一時預かり

東京都（東日本大震災）

● 一時預かり動物については、飼い主に対して、アンケートにより

　今後どうするのかを聞き取った（回答期限を設けて実施）。

　なお、一時預かりを行う際に、預かり期間には限度があることを

　十分に説明した。

● 契約更新時に、飼い主の飼育継続に係る意思確認を実施した。

飼い主からの依頼に基づく一時預かりの事例
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　自治体や現地動物救護本部等は、
飼い主不明で保護されたペットを、元
の飼い主に返還するために、保護動
物に関する情報を積極的に公表する。
　広く情報提供ができるウェブサイ
トを活用することは効果的だが、避
難所や仮設住宅で生活する避難者
の中にはインターネットを活用でき
る環境にない場合もあることから、

避難所や仮設住宅の掲示板や回覧
板も活用するとよい。
　できるだけ元の飼い主に返還す
るため、災害時には自治体は通常よ
りも長い期間公示を行う場合が多い

（約２週間～１か月程度）。返還の際
には取り違い等が起こらないような
確認体制が必要である（返還に関連
する様式は、資料 10 を参照）。

（4）飼い主への返還

●飼い主探しの事例
仙台市（東日本大震災）
　仙台市では発災当初、保護しているペットの情報を紙に手書きし、
避難所に掲示して対応した。
　また、避難所に掲示した紙には書き込み
スペースを作り、被災者の情報を収集出来
るようにし、保護された動物を早く飼い主
の元に返すよ
う努力した。

飼い主への返還の事例

掲示された迷子動物の情報（仙台市）

●飼い主への意思確認の事例

福島県（東日本大震災）
　福島県動物救護本部では、動物救護施設で一時預かりしている
ペットについて、預かり期間が長期化している飼い主に電話で今後の
飼育に関する意思確認を行った。その際には、ペットの様子や病状
を報告すると共に、預かり期間に限度があること、今後、飼い主が
飼育することが難しい状況であれば、所有権放棄について説明した。

　自治体や現地動物救護本部等は、
保護したペットのうち、公示手続き
等を経て所有者が明らかにならな
かったペットや、飼い主が所有権を
放棄したペットは、新たな飼い主を
募集し、譲渡する。
　譲渡を行う場合には、適正な飼育
管理を行える飼育環境かどうか譲り
受け希望者に確認を取るとともに、
飼育環境が譲渡対象動物に適してい

るかどうか判断する。
　また、譲渡後に所有者が判明した
場合等を考慮して、新たな飼い主等
に対し本譲渡の趣旨等について十分
理解を得る等の的確な譲渡手続きを
行う必要がある。さらに、譲渡先で
の適正な飼育の確認・相談等に備え
て、関係行政機関との連携等が重要
になる（譲渡に関連する様式は、資
料11 ～12 を参照）。

（5） 新しい飼い主への譲渡

福島県（東日本大震災）
　福島県では、譲り受け申し込み書および譲渡対象者等確認票を提出
された方の中から厳正な審査を行い、審査に通った方のみにマッチン
グ等の日程を連絡している。

新しい飼い主への譲渡の事例 ( 譲渡までの手続き )
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　自治体や現地動物救護本部等は、
飼い主不明で保護されたペットを、元
の飼い主に返還するために、保護動
物に関する情報を積極的に公表する。
　広く情報提供ができるウェブサイ
トを活用することは効果的だが、避
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の中にはインターネットを活用でき
る環境にない場合もあることから、

避難所や仮設住宅の掲示板や回覧
板も活用するとよい。
　できるだけ元の飼い主に返還す
るため、災害時には自治体は通常よ
りも長い期間公示を行う場合が多い

（約２週間～１か月程度）。返還の際
には取り違い等が起こらないような
確認体制が必要である（返還に関連
する様式は、資料 10 を参照）。

（4）飼い主への返還

●飼い主探しの事例
仙台市（東日本大震災）
　仙台市では発災当初、保護しているペットの情報を紙に手書きし、
避難所に掲示して対応した。
　また、避難所に掲示した紙には書き込み
スペースを作り、被災者の情報を収集出来
るようにし、保護された動物を早く飼い主
の元に返すよ
う努力した。

飼い主への返還の事例

掲示された迷子動物の情報（仙台市）

●飼い主への意思確認の事例

福島県（東日本大震災）
　福島県動物救護本部では、動物救護施設で一時預かりしている
ペットについて、預かり期間が長期化している飼い主に電話で今後の
飼育に関する意思確認を行った。その際には、ペットの様子や病状
を報告すると共に、預かり期間に限度があること、今後、飼い主が
飼育することが難しい状況であれば、所有権放棄について説明した。

　自治体や現地動物救護本部等は、
保護したペットのうち、公示手続き
等を経て所有者が明らかにならな
かったペットや、飼い主が所有権を
放棄したペットは、新たな飼い主を
募集し、譲渡する。
　譲渡を行う場合には、適正な飼育
管理を行える飼育環境かどうか譲り
受け希望者に確認を取るとともに、
飼育環境が譲渡対象動物に適してい

るかどうか判断する。
　また、譲渡後に所有者が判明した
場合等を考慮して、新たな飼い主等
に対し本譲渡の趣旨等について十分
理解を得る等の的確な譲渡手続きを
行う必要がある。さらに、譲渡先で
の適正な飼育の確認・相談等に備え
て、関係行政機関との連携等が重要
になる（譲渡に関連する様式は、資
料11 ～12 を参照）。

（5） 新しい飼い主への譲渡

福島県（東日本大震災）
　福島県では、譲り受け申し込み書および譲渡対象者等確認票を提出
された方の中から厳正な審査を行い、審査に通った方のみにマッチン
グ等の日程を連絡している。

新しい飼い主への譲渡の事例 ( 譲渡までの手続き )
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譲渡会の様子（仙台市）

仙台市（東日本大震災）

　仙台市では、震災後早くから、仙台市動物管理センターへ収容さ

れた動物の譲渡会を開催し、全国の方から関心を集めた。その結果、

全国の個人や団体にも適正な譲渡ができ、センター収容動物数も過密

にならず、新たなシェルター設置に到らなかった。

新しい飼い主への譲渡の事例（譲渡会） 新しい飼い主への譲渡の事例（情報提供）

福島県（東日本大震災）

　福島県動物救護本部は、同本部のウェブサイトから、譲渡対象動

物の情報を発信するとともに、ポスターによる情報の掲示を行って

いる。

福島県動物救護本部→ http://www.fuku-kyugo-honbu.org/

東京都（東日本大震災）

　譲渡の推進については、都動物救援本部ウェブサイト、都動物救援

本部構成団体による広報媒体等により周知した。（その他、マスコミ

による報道など）
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福島県（東日本大震災）
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物の情報を発信するとともに、ポスターによる情報の掲示を行って

いる。
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東京都（東日本大震災）

　譲渡の推進については、都動物救援本部ウェブサイト、都動物救援
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理が既存の保健所、動物愛護セン

ター等の活用では十分でないと考え

られる場合、増設または新たに設置

する必要がある。その場合、あらか

じめ選定しておいた候補地に施設を

設置する。

4 動物救護施設の設置、運営管理

　動物救護施設は、災害時に、飼い

主からの一時預かりや負傷動物、保

護・収容した放浪動物の飼育管理等

を行う際に必要となる。

　その際、自治体等は、災害の規模

が大きいなど、保護動物の収容、管

◆ 動物救護施設の設置、運営管理

● 動物救護施設の設置及び形態
● 動物救護施設の体制整備
● 収容動物の飼育管理
● 収容動物の健康管理
● ボランティアの活用

置に係る時間、費用、活動期間等を

考慮して施設整備計画を検討する必

要がある。最低限、温度・湿度管理、

飼育舎の広さ（必要な収容頭数と一

頭あたりの広さ）、逸 走防止対 策、

感染症対策（隔離等）、洗浄消毒等

の飼育環境のほか、物資の保管場所、

事務所、トイレ等が確保されていれ

ば、飼育管理していく中の工夫次第

で飼育環境を充実させることも可能

である。

　既存の保健所、動物愛護センター

等を活用する場合には、保護・収容

したペットの飼育管理場所を確保し、

収容時の感染症予防対策を十分に

行う。

　また、動物救護施設を増設または

新設する際の形態としては、テント、

プレハブ、ユニットハウス等の簡易な

施設等を設置する場合や、既存の空

き施設を利用する場合等がある。

（1）動物救護施設の設置及び形態

　災害時に必要な動物救護施設の

設置に当たっては、「早急な設置・運

営」と「収容動物のストレスを軽減

できる飼育環境の整備」とのバラン

スが重要となる。

　動物救護施設のように多数のペッ

トを群管理する場合には、感染症の

発生防止とストレス管理が重要とな

る。通常とは異なる環境に置かれた

ペットは多大なストレスを受け、病

気を発症してしまうことが多いため、

飼育環境への配慮が必要となる。

　主な配慮事項として、犬と猫を別

棟または別室で管理する、猫は高さ

のあるケージ、隠れ場所や安心して

休める場所とプレイルーム（運動場

所）を用意する、犬は身体を伸ばせ

るケージまたは寝床と運動場所を区

分する等がある。

　一方、緊急対応が求められる災害

状況下において、限られた資金や時

間を効率的に活用するためには、設
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じめ選定しておいた候補地に施設を

設置する。

4 動物救護施設の設置、運営管理
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が大きいなど、保護動物の収容、管

◆ 動物救護施設の設置、運営管理
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事務所、トイレ等が確保されていれ

ば、飼育管理していく中の工夫次第

で飼育環境を充実させることも可能

である。

　既存の保健所、動物愛護センター

等を活用する場合には、保護・収容

したペットの飼育管理場所を確保し、

収容時の感染症予防対策を十分に

行う。

　また、動物救護施設を増設または

新設する際の形態としては、テント、

プレハブ、ユニットハウス等の簡易な

施設等を設置する場合や、既存の空

き施設を利用する場合等がある。

（1）動物救護施設の設置及び形態

　災害時に必要な動物救護施設の

設置に当たっては、「早急な設置・運

営」と「収容動物のストレスを軽減

できる飼育環境の整備」とのバラン

スが重要となる。

　動物救護施設のように多数のペッ

トを群管理する場合には、感染症の

発生防止とストレス管理が重要とな

る。通常とは異なる環境に置かれた

ペットは多大なストレスを受け、病

気を発症してしまうことが多いため、

飼育環境への配慮が必要となる。

　主な配慮事項として、犬と猫を別

棟または別室で管理する、猫は高さ

のあるケージ、隠れ場所や安心して

休める場所とプレイルーム（運動場

所）を用意する、犬は身体を伸ばせ

るケージまたは寝床と運動場所を区

分する等がある。

　一方、緊急対応が求められる災害

状況下において、限られた資金や時

間を効率的に活用するためには、設
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仙台市動物管理センター センター内での飼育状況

仙台市動物救護本部（東日本大震災）

● 東日本大震災時には仙台市動物管理センターを中心に、負傷動物や

  逸走動物の保護・収容を行った。健常なペットについては本部構成

   団体であるボランティア団体が一時預かり等を行った。

● センター収容動物の譲渡会を早くから開催することにより、セン     

　ター収容動物数が過密になることを防ぎ、新たなシェルターを設置  

　　することなく対応することができた。

動物愛護センター等既存の施設を利用した事例

東京都・東京都動物救援本部（東日本大震災東京都動物救援センター）

● 大震災で被災地から都内に避難してきた住民のペットの一時預かり 

　等を行うために、新たな動物救護施設が設置された。

● 飼育舎、事務棟、治療棟、犬用パドック等を設置し、預かり動物の

　飼育管理、健康管理、返還・譲渡に係る業務を行った。

● 三宅島噴火災害時対応の経験を生かして、飼育管理者が使いやすい

　施設を設置するとともに、収容動物のストレス管理や感染症予防対策、

　逸走予防対策等の工夫を行った。

新たな施設を設置した事例

出入り口には逸走防止の柵を設置

ドアに飼育舎内確認用の小窓を設置

飼育舎の外観

飼育舎には内部屋を配置
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仙台市動物管理センター センター内での飼育状況
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● 三宅島噴火災害時対応の経験を生かして、飼育管理者が使いやすい

　施設を設置するとともに、収容動物のストレス管理や感染症予防対策、

　逸走予防対策等の工夫を行った。

新たな施設を設置した事例

出入り口には逸走防止の柵を設置

ドアに飼育舎内確認用の小窓を設置

飼育舎の外観

飼育舎には内部屋を配置
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飼育管理、健康管理（獣医療）等の

実務を行う体制を作る必要がある。

　人材の確保にあたっては、現地動

物救護本部等を構成する地方獣医師

会や動物愛護団体等が連携し、獣医

師や飼育管理等のスタッフをそろえる

とともに、ボランティアの活用を図る。

　動物救護施設における役割分担の

例を以下に示す（動物救護施設に関

連する様式は、資料 13 ～16 を参

照）。

（2）動物救護施設の体制整備

　既存の保健所、動物愛護センター

等を動物救護施設とする場合は、既

存施設の運営管理を基本として、地

方獣医師会等と連携を図りながら、

収容動物の飼育管理や健康管理を

行う。

　一方、動物救護施設を増設または

新設する場合は、当該施設の運営管

理を行う体制が別途必要となる。そ

の際、施設長、副施設長を置くとと

もに、事務管理、犬・猫それぞれの

◎動物救護施設における役割分担の例
 事務管理班
　 自治体や現地動物救護本部等との連絡調整、施設運営経費の管理、 業務

　 集計・報告、新規動物の受け入れ、収容動物の譲渡、物資の管理、ボランティ

　アの受け入れ・配置・管理、ウェブサイトの更新、その他運営に係る事務等

 犬飼育管理班・猫飼育管理班
　 動物の飼育管理（給餌・給水等の世話、食欲や排泄、身体の異常等の健

　康チェック、動物の行動や状態のチェック）、施設の清掃・管理、居住環

　境のチェック（音、光、床材等）、動物の運動・遊び、収容動物のデータ

　管理等

　健康管理班
　 収容動物の健康管理、負傷動物の治療、予防接種等、マイクロチップ

　の装着、不妊去勢手術の実施、医薬品の管理、感染症予防のための

　衛生管理及びスタッフやボランティアへの指導等

必要な人数をスタッフとして確保する

よう努める。

　飼育管理にあたっては、個体ごと

の情報を管理できるように、毎日の

世話を行う際に記録簿を作成し、当

該動物の状況について、それぞれの

飼育管理者が把握できるようにする。

（3） 収容動物の飼育管理

　収容動物の飼育管理には多くの人

員が必要とされるが、ボランティアを

主とした体制にすると、日によって作

業人数が足りず必要な世話ができな

いおそれが生じる。

　そのため、自治体や現地動物救護

本部等は、収容頭数に応じた最低限

東京都（三宅島噴火災害）

　三宅島噴火災害動物救援センター（東京都日野市）では、「三宅島

噴火災害動物救援センター運営内規」を作成し、センターの円滑な運

営管理に努めた。

飼育管理の工夫事例

三宅島噴火災害動物救援センター運営内規（一部抜粋）
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等を動物救護施設とする場合は、既

存施設の運営管理を基本として、地

方獣医師会等と連携を図りながら、

収容動物の飼育管理や健康管理を

行う。

　一方、動物救護施設を増設または

新設する場合は、当該施設の運営管

理を行う体制が別途必要となる。そ

の際、施設長、副施設長を置くとと

もに、事務管理、犬・猫それぞれの

◎動物救護施設における役割分担の例
 事務管理班
　 自治体や現地動物救護本部等との連絡調整、施設運営経費の管理、 業務

　 集計・報告、新規動物の受け入れ、収容動物の譲渡、物資の管理、ボランティ

　アの受け入れ・配置・管理、ウェブサイトの更新、その他運営に係る事務等

 犬飼育管理班・猫飼育管理班
　 動物の飼育管理（給餌・給水等の世話、食欲や排泄、身体の異常等の健

　康チェック、動物の行動や状態のチェック）、施設の清掃・管理、居住環

　境のチェック（音、光、床材等）、動物の運動・遊び、収容動物のデータ

　管理等

　健康管理班
　 収容動物の健康管理、負傷動物の治療、予防接種等、マイクロチップ

　の装着、不妊去勢手術の実施、医薬品の管理、感染症予防のための

　衛生管理及びスタッフやボランティアへの指導等

必要な人数をスタッフとして確保する

よう努める。

　飼育管理にあたっては、個体ごと

の情報を管理できるように、毎日の

世話を行う際に記録簿を作成し、当

該動物の状況について、それぞれの

飼育管理者が把握できるようにする。

（3） 収容動物の飼育管理

　収容動物の飼育管理には多くの人

員が必要とされるが、ボランティアを

主とした体制にすると、日によって作

業人数が足りず必要な世話ができな

いおそれが生じる。

　そのため、自治体や現地動物救護

本部等は、収容頭数に応じた最低限

東京都（三宅島噴火災害）

　三宅島噴火災害動物救援センター（東京都日野市）では、「三宅島

噴火災害動物救援センター運営内規」を作成し、センターの円滑な運

営管理に努めた。

飼育管理の工夫事例

三宅島噴火災害動物救援センター運営内規（一部抜粋）
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しい。

　また、施設の設備状況により必要

な治療が行えなかったり、収容動物

が重症の場合等は、近隣の動物病院

へ搬送する（治療等に関連する様式

は、資料17 ～19 を参照）。

（4）収容動物の健康管理

　動物救護施設における収容動物の

健康管理と治療等は、獣医師によっ

て行う。

　獣医師は専任の場合や、地方獣医

師会の会員獣医師の交代での派遣

等により毎日診察できる体制が望ま

東京都（三宅島噴火災害）
　三宅島噴火災害動物救援センター（東京都日野市）では、動物の
健康管理及び治療は、都獣医師会から連日 1 名の会員が派遣された。
開所から平成 14 年 3 月 21 日までの間、延べ 380 名の獣医師が従事
した。

福島県（東日本大震災）
　福島県動物救護本部第 1 シェルター（福島県飯野町）、第 2 シェル
ター（福島県三春町）では、シェルター毎に医療担当部門責任者とし
て専任獣医師 1 名が福島県獣医師会から派遣され、被災動物の受け
入れや収容動物の健康管理及び治療等にあたっている。

健康管理の工夫事例

● 収容した動物の世話　
　給餌・給水、運動（散歩等）、健康チェックなど 
● 収容した動物の身の回りの世話
　犬舎・猫舎の清掃・消毒、運動スペース・ケージなどの清掃管理 
　動物の敷物などの洗濯管理など 
　動物の手入れ ( シャンプー、グルーミング、ブラッシングなど ) 
● 動物救護施設の運営維持
　ユニフォームの洗濯、必要品の買出しなど 
　動物救護施設の維持管理 ( 施設・設備の修繕や雑用・掃除 ) 
● 事務
　飼い主との連絡調整（面会、引き取りなど） 
　ボランティアとの連絡調整 
　支援物資の管理や要請
　ホームページの運営など 

◆ ボランティアの仕事内容の例

トレスにより攻撃的になっている動

物もいるため、咬傷事故等のおそれ

もあることから、ボランティアの受け

入れにあたっては、自治体または現

地動物救護本部等でボランティア保

険等に加入する。

　なお、日頃から飼育管理を行う常

駐スタッフが、こうした攻撃性のある

動物の情報を把握し、注意を呼びか

けるなどし、咬傷事故の発生防止に

努める（ボランティアに関連する様式

は、資料 20 ～ 22 を参照）。

（5） ボランティアの活用
　動物救護施設では、事務や収容

動物の飼育管理等の作業を行うボラ

ンティアが必要な場合がある。

　そのため、自治体や現地動物救護

本部等は、テレビ、新聞、ラジオ等

のマスコミ、ウェブサイト、公報、イ

ベント等を活用した広報や、地方獣

医師会や動物愛護団体等の民間団

体、また獣医系大学や動物専門学校

等の学生等への人材派遣要請を行う

など幅広く募集を行う。

　また、収容動物は環境の変化やス
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　また、施設の設備状況により必要

な治療が行えなかったり、収容動物

が重症の場合等は、近隣の動物病院

へ搬送する（治療等に関連する様式

は、資料17 ～19 を参照）。

（4）収容動物の健康管理

　動物救護施設における収容動物の

健康管理と治療等は、獣医師によっ

て行う。

　獣医師は専任の場合や、地方獣医

師会の会員獣医師の交代での派遣

等により毎日診察できる体制が望ま

東京都（三宅島噴火災害）
　三宅島噴火災害動物救援センター（東京都日野市）では、動物の
健康管理及び治療は、都獣医師会から連日 1 名の会員が派遣された。
開所から平成 14 年 3 月 21 日までの間、延べ 380 名の獣医師が従事
した。

福島県（東日本大震災）
　福島県動物救護本部第 1 シェルター（福島県飯野町）、第 2 シェル
ター（福島県三春町）では、シェルター毎に医療担当部門責任者とし
て専任獣医師 1 名が福島県獣医師会から派遣され、被災動物の受け
入れや収容動物の健康管理及び治療等にあたっている。

健康管理の工夫事例

● 収容した動物の世話　
　給餌・給水、運動（散歩等）、健康チェックなど 
● 収容した動物の身の回りの世話
　犬舎・猫舎の清掃・消毒、運動スペース・ケージなどの清掃管理 
　動物の敷物などの洗濯管理など 
　動物の手入れ ( シャンプー、グルーミング、ブラッシングなど ) 
● 動物救護施設の運営維持
　ユニフォームの洗濯、必要品の買出しなど 
　動物救護施設の維持管理 ( 施設・設備の修繕や雑用・掃除 ) 
● 事務
　飼い主との連絡調整（面会、引き取りなど） 
　ボランティアとの連絡調整 
　支援物資の管理や要請
　ホームページの運営など 

◆ ボランティアの仕事内容の例

トレスにより攻撃的になっている動

物もいるため、咬傷事故等のおそれ

もあることから、ボランティアの受け

入れにあたっては、自治体または現

地動物救護本部等でボランティア保

険等に加入する。

　なお、日頃から飼育管理を行う常

駐スタッフが、こうした攻撃性のある

動物の情報を把握し、注意を呼びか

けるなどし、咬傷事故の発生防止に

努める（ボランティアに関連する様式

は、資料 20 ～ 22 を参照）。

（5） ボランティアの活用
　動物救護施設では、事務や収容

動物の飼育管理等の作業を行うボラ

ンティアが必要な場合がある。

　そのため、自治体や現地動物救護

本部等は、テレビ、新聞、ラジオ等

のマスコミ、ウェブサイト、公報、イ

ベント等を活用した広報や、地方獣

医師会や動物愛護団体等の民間団

体、また獣医系大学や動物専門学校

等の学生等への人材派遣要請を行う

など幅広く募集を行う。

　また、収容動物は環境の変化やス
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動物救護施設におけるボランティアの活動例

福島県（東日本大震災）

　福島県動物救護本部第 2 シェルター（福島県三春町）では、ウェ

ブサイト上でボランティアを募集するとともに、活動内容を紹介し

ている。
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被災した飼い主の混乱を防ぎ、避難

生活の不安を和らげることになる。

　自治体や現地動物救護本部等は、

避難した住民に対し、避難所・仮設

住宅におけるペットの適正な飼育の

指導、飼い主不明で保護されたペッ

トの情報、自治体や現地動物救護本

部等が実施している動物救護活動の

情報等について、定期的に広報・普

及啓発を行う。

　また、ウェブサイト等を活用して、

広く国民に対し動物救護活動に係る

情報提供を行う。

ウェブサイト等を活用するほか、避難

所や仮設住宅では、ウェブサイト等

を見ることができない住民がいるこ

とを考慮し、回覧板の活用等、紙媒

体による広報を行う。

5 広報・普及啓発

　動物救護活動を円滑に実施してい

く上では、的確な情報の収集や提供

により、動物救護活動を飼い主や住

民だけでなく、社会全体に周知する

ことが極めて重要である。

　自治体や現地動物救護本部等は災

害時に情報の混乱が生じないよう、

広報内容を十分に検討し、関係団体

と情報共有を図るとともに、組織的

な広報活動を行う。

　広報の実施は、情報を一元的に管

理し随時広報することが必要であり、

これにより動物救護活動への関心及

び正確な理解を得られるとともに、

　自治体や現地動物救護本部等は、

ペットに起因した苦情やトラブルを

防止するために、避難所・仮設住宅

における飼育ルールや適正飼育に関

する啓発活動を行う。方法としては、

（1）避難住民に対する啓発活動

◆ 広報・普及啓発

● 避難住民に対する啓発活動
● 保護動物に係る情報提供
● 動物救護活動に関する情報提供
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動物救護施設におけるボランティアの活動例

福島県（東日本大震災）

　福島県動物救護本部第 2 シェルター（福島県三春町）では、ウェ

ブサイト上でボランティアを募集するとともに、活動内容を紹介し

ている。
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被災した飼い主の混乱を防ぎ、避難

生活の不安を和らげることになる。

　自治体や現地動物救護本部等は、

避難した住民に対し、避難所・仮設

住宅におけるペットの適正な飼育の

指導、飼い主不明で保護されたペッ

トの情報、自治体や現地動物救護本

部等が実施している動物救護活動の

情報等について、定期的に広報・普

及啓発を行う。

　また、ウェブサイト等を活用して、

広く国民に対し動物救護活動に係る

情報提供を行う。

ウェブサイト等を活用するほか、避難

所や仮設住宅では、ウェブサイト等

を見ることができない住民がいるこ

とを考慮し、回覧板の活用等、紙媒

体による広報を行う。

5 広報・普及啓発

　動物救護活動を円滑に実施してい

く上では、的確な情報の収集や提供

により、動物救護活動を飼い主や住

民だけでなく、社会全体に周知する

ことが極めて重要である。

　自治体や現地動物救護本部等は災

害時に情報の混乱が生じないよう、

広報内容を十分に検討し、関係団体

と情報共有を図るとともに、組織的

な広報活動を行う。

　広報の実施は、情報を一元的に管

理し随時広報することが必要であり、

これにより動物救護活動への関心及

び正確な理解を得られるとともに、

　自治体や現地動物救護本部等は、

ペットに起因した苦情やトラブルを

防止するために、避難所・仮設住宅

における飼育ルールや適正飼育に関

する啓発活動を行う。方法としては、

（1）避難住民に対する啓発活動

◆ 広報・普及啓発

● 避難住民に対する啓発活動
● 保護動物に係る情報提供
● 動物救護活動に関する情報提供
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紙媒体での情報提供も行う。その際、

保護動物の情報は、長期の放浪によ

り飼い主とはぐれた場所から移動し

ている可能性もあるので、情報提供

にあたっては、保護した場所だけで

なく当該動物の写真や特徴も付ける

ことが望ましい。

（2）保護動物に係る情報提供
　自治体や現地動物救護本部等が保

護・収容した所有者不明の放浪動物

等については、その所有者を速やか

に見つけるために積極的に情報提供

を行う必要がある。

　（1）の場合と同様、飼い主は避難

所等に避難している場合が多いので、

仙台市（東日本大震災）

　 停電により、避難所等での広報は全て手書きの掲示で対応した。

岩手県（東日本大震災）

　 避難所には保健師等のチームが巡回していたので、そのチームに

協力を依頼し、避難所でのペット飼育上の問題点等があれば報告し

てもらい、それを受けて広域振興局保健福祉環境部・センターが指

導を実施した。

保護動物に係る情報提供の事例インターネット以外の手法を活用した啓発活動の事例

北海道（有珠山噴火）

　 動物の写真入りポスターを作成し、 避難所、役場等へ掲示すること

で、より多くの飼い主を見つけることができた。

福島県（東日本大震災）

　 福島県動物救護本部のウェブサイトに保護した動物の情報を写真

入りで掲載した。
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紙媒体での情報提供も行う。その際、

保護動物の情報は、長期の放浪によ
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ている可能性もあるので、情報提供

にあたっては、保護した場所だけで

なく当該動物の写真や特徴も付ける

ことが望ましい。

（2）保護動物に係る情報提供
　自治体や現地動物救護本部等が保

護・収容した所有者不明の放浪動物

等については、その所有者を速やか

に見つけるために積極的に情報提供

を行う必要がある。

　（1）の場合と同様、飼い主は避難

所等に避難している場合が多いので、

仙台市（東日本大震災）

　 停電により、避難所等での広報は全て手書きの掲示で対応した。

岩手県（東日本大震災）

　 避難所には保健師等のチームが巡回していたので、そのチームに

協力を依頼し、避難所でのペット飼育上の問題点等があれば報告し

てもらい、それを受けて広域振興局保健福祉環境部・センターが指

導を実施した。

保護動物に係る情報提供の事例インターネット以外の手法を活用した啓発活動の事例

北海道（有珠山噴火）

　 動物の写真入りポスターを作成し、 避難所、役場等へ掲示すること

で、より多くの飼い主を見つけることができた。

福島県（東日本大震災）

　 福島県動物救護本部のウェブサイトに保護した動物の情報を写真

入りで掲載した。
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難している住民に対しても情報が行

き渡るように工夫する。

　さらに、動物救護活動に関する理

解や関心を得、継続的な支援を図る

ために、動物救護活動に関する情報

を、マスコミの協力やウェブサイト等

を活用して広く国民に情報提供する。

（3） 動物救護活動に関する情報提供

　動物救護活動に関する情報提供

は、窓口を一元化し、混乱の無いよ

うに努める。避難住民に対しては、

支援を必要としている住民が、どこ

に支援を求めればよいのかがわかる

ように、支援情報や連絡先等につい

て広報を行うとともに、県内外に避

　◎ウェブサイトにおける情報発信例

　● 動物救護活動の状況報告

　● 保護した動物の情報
　● 行方不明動物の情報
　● 譲渡対象動物の情報
　● ボランティア、救援物資、義援金の募集

　● 義援金の使途

6 動物救護活動の終息の考え方

　現地動物救護本部等の解散や動物

救護施設の閉所等については、被災

や保護依頼の状況や住民の住居環境

の整備状況、飼い主への返還・譲渡

の状況等を総合的に勘案して、その

時期を判断する。

岩手県山田市（東日本大震災）

　動物病院や獣医師から一時預かり等の支援情報を避難所に提供し

　たことにより、被災者が利用した。

広報・普及啓発の事例

岩手県（東日本大震災）

　岩手県災害時動物救護本部は設置から 5 ヶ月後の平成 23 年 8 月

21 日に廃止した。

廃止を判断した理由は以下のとおり　

　①自立の目安として位置づけられる応急仮設住宅が、全戸（13,983

　　戸）完成し、入居が完了すること、また避難所も 9 月上旬を目

　　途に全てが閉鎖される見通しであったこと。

　②復興基本計画に基づく復興対策が本格化すること

　③現在の本部の活動状況を鑑みると、岩手県災害時動物救護本部

　　設置要綱に掲げる、いわゆる応急対策事業は一定の役割を終え、

　　「被災動物」、「家庭動物を飼育する被災者」は生活再建（復興）

　　に向かっていると考えられること

　ただし、救護本部廃止時に各動物愛護団体等で保管しているペッ

トについては、引き続き所有者への返還、又は新しい飼い主への譲

渡にむけた取り組みを推進することとされ、必要に応じて長期預か

りボランティアの紹介も行った。

動物救護活動の終息の例
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動物救護活動を支えるもの4

　

　 災害時

 ● ボランティアの確保

 ● ボランティアの配置・管理

100 101

ティアの募集、受け入れ、管理を行

うことは難しい場合が多いことから、

自治体等は、ボランティア登録制度

の創設やボランティア講習会を定期

的に行う等、人材育成に努める必要

がある。

　動物救護活動の中心となるのは、

自治体や現地動物救護本部等であ

る。これらの関係団体が平常時から

連携をとることが、円滑な救護活動

の基礎となるが、そのためには、相

当数のボランティアも必要となる。

　発災後の混乱した時期に、ボラン

　 平常時

● 動物愛護推進員、地元獣医師、民間団体等との連携

● 動物救護ボランティアの育成、登録

● ボランティア獣医師等の登録、データベースの作成

とったり、連絡体制を築くことで、災
害時に人材派遣の協力要請を円滑に
行うことができる。

　動物愛護推進員、地元獣医師、民
間団体 等と自治 体 等は、平常時の
動物愛護管理に関する業務で連携を

動物愛護推進員、地元獣医師、民間団体等との連携

宮城県（東日本大震災）

　宮城県では、震災発生から約 3 ヶ月後の平成 23 年 6 月 22 日に、

既存の動物愛護センター敷地内に新たに被災動物保護センター（2 次

シェルター）が設置された。

　被災動物保護センターで預かった、飼い主のいない動物については

全て譲渡先が決まり、震災発生後 1 年をもって、被災動物保護センター

を閉鎖した。被災動物保護センターを閉所する際には、閉所の期日を

決め、その期日に向けて、新規預かりの停止、一時預かり動物の飼い

主への返還、新しい飼い主への譲渡を進めた。

栃木県（東日本大震災）

　栃木県では、平成 23 年 3 月 29 日に災害時避難動物等対策班が設

置された。構成団体は、栃木県、宇都宮市、社団法人栃木県獣医師会、

公益社団法人日本愛玩動物協会栃木県支部で、栃木県動物愛護指導

センターが事務局を担ってきた。

　平成 24 年 4 月以降、ペットに関する新たな相談がないことから、5

月 31 日より同対策班の活動は休止している。

東京都（三宅島噴火災害）

　平成 12 年 6 月 26 日の三宅島雄山の火山活動に伴い、災害対策本

部が設置された。9 月 1 日に東京都獣医師会は「東京都獣医師会三宅

島被災動物救護対策本部」を設置し、その後、（財）日本動物愛護協

会、（社）日本動物福祉協会、（社）日本愛玩動物協会、（社）東京都

動物保護管理協会と協力し、「三宅島噴火災害動物救援本部」を結成し、

活動を開始した。

　一方、東京都は三宅島噴火災害動物救護センターを平成 13 年 3 月

29 日に設置し、平成 14 年 3 月 31 日まで運営した。

　平成14 年12月5日最後の1頭が引き取られ、全ての活動を終了した。

動物救護活動の終息の例

人材の確保、ボランティア（個人・獣医師・民間団体）との連携1
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